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   第８ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 
平成27年1月26日（月曜日） 

            午前９時59分開議 

            午前11時21分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 報告事項 

  ①熊本時習館構想について 

  ②地方創生の取組みについて 

  ③くまもと移住定住促進戦略について 

  ④川辺川ダム問題について 

   ――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 杉 浦 康 治 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(なし） 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 田 嶋    徹 

       危機管理監 古 閑 陽 一 

        秘書課長 大 村 裕 司 

        広報課長 松 永 正 伸 

    危機管理防災課長 岡 田   浩 

  知事公室付政策調整監 白 石 伸 一 

総務部 

         部 長 岡 村 範 明 

理事兼県央広域本部長兼 

    市町村・税務局長 楢木野 史 貴 

       政策審議監 木 村   敬 

      総務私学局長 仁 木 徳 子 

        人事課長 青 木 政 俊 

  首席審議員兼財政課長 福 島 誠 治 

    県政情報文書課長 本 田 雅 裕 

総務事務センター長 古 谷 秀 晴 

  首席審議員兼管財課長 吉 永 一 夫 

      私学振興課長 橋 本 有 毅 

市町村行政課長兼 

  県央広域本部総務部長 原     悟 

     市町村財政課長 竹 内 信 義 

      消防保安課長 田 原 牧 人 

         税務課長 斉 藤 浩 幸 

企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

       政策審議監 栁 田 誠 喜 

   地域・文化振興局長 田 中 浩 二 

   交通政策・情報局長 坂 本   浩 

  首席審議員兼企画課長 小 原 雅 晶 

     地域振興課長兼 

  県央広域本部振興部長 横 井 淳 一 

      文化企画課長 吉 永 明 彦 

       政策監兼 

文化・世界遺産推進室長 本 田   圭 

     首席審議員兼 

川辺川ダム総合対策課長 福 山 武 彦 

首席審議員兼交通政策課長 吉 田   誠 

      情報企画課長 家 入   淳 

       統計調査課長 上 田 英 典 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

  首席審議員兼会計課長 福 島   裕 

      管理調達課長 田 上 英 充 

人事委員会事務局 

         局 長 田 中 伸 也 

  首席審議員兼総務課長 吉 富   寛 

       公務員課長 井 上 知 行 
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監査委員事務局 

         局 長 牧 野 俊 彦 

         監査監 草 野 武 夫 

         監査監 瀬 戸 浩 一 

         監査監 千 羽 一 樹 

議会事務局 

         局 長 佐 藤 伸 之 

     次長兼総務課長 後 藤 泰 之 

        議事課長 塘 岡 弘 幸 

      政務調査課長 冨 永 章 子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 槇 原 俊 郎 

     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第８回総務常任委

員会を開会いたします。 

 本日は、執行部から報告の申し出が、総務

部から１件、企画振興部から３件あっており

ます。それぞれの担当課長から説明を受けた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。

説明は、効率よく進めるために着座のまま簡

潔にお願いします。 

 それでは、報告１から資料の順に沿って説

明をお願いします。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 熊本時習館構想について御説明申し上げま

す。資料の２ページをお願いします。 

 まず概要でございますが、熊本時習館構想

は、本県学校教育において私立高校が果たす

役割は大きく、私立高校の取り組みを支援

し、振興を図ることが県教育全体のさらなる

向上につながるとの思いのもと、蒲島知事が

提唱されたものです。 

 かつての藩校時習館の名を冠した熊本時習

館の名のもと、県内の私学で学ぶ全ての生徒

が、学校の垣根を超え、同じ熊本時習館の生

徒として、ともに集い、切磋琢磨しながら、

それぞれの夢の実現を図っていくための学び

の場を提供するもので、生徒たちの夢の発

見、挑戦、実現を応援しています。 

 経緯ですが、平成21年度に、当時の私学文

書課内に夢教育班を設置し、県独自の私学振

興の取り組みを一部始めるとともに、今後の

私学振興策について検討し、平成22年３月、

熊本時習館構想を提唱しました。 

 この構想に基づく取り組みを推進していく

ため、平成22年４月に、当時の私学文書課を

組織改編し、私学振興に特化した私学振興課

を新たに創設し、知事を塾長とする熊本時習

館構想の取り組みを本格化しました。平成24

年10月には、知事を館長とし、五百旗頭熊本

県立大学理事長に塾長をお願いし、現在に至

っています。 

 ３ページをお願いします。 

 時習館構想の取り組みを始めるに当たって

は、私立高校全校と意見交換を行うととも

に、私立高校に通う生徒や保護者からも意見

を聴取しました。 

 これらの意見等も踏まえ、私立高校の建学

の精神や自主性を尊重しつつ、今後の私学支

援の方向性として、ここに掲げる５つの方向

性を定めました。 

 次ページ以降で、この私学支援の方向性に

沿ったこれまでの取り組みの概要について御

説明申し上げます。４ページをお願いしま

す。 

 まず、多様な進路選択に応じた支援につい

てですが、進学、スポーツ、文化活動、就職

など、生徒の多様な進路選択に応じた支援を

行っています。その１つとして、熊本時習館

特別授業により、さまざまな分野の講師によ

る授業を実施しています。 

 実績例として掲げている東京大学教授によ

る特別授業は、県内高校生の科学技術研究等

への興味を高め、理工学系の研究者等を目指
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す生徒の育成を図るため、東京大学大学院工

学系研究科教授等を毎年熊本に招聘し「太陽

電池の原理と将来展望」などの講義を行って

いるものです。 

 これまでに延べ2,140人の生徒が参加し、

講義後も講師のところに多くの生徒が集ま

り、熱心に質問したりする光景が見られ、ま

た、参加生徒へのアンケート内容からも、生

徒にとって将来を考えるいいきっかけとなっ

ているようです。 

 このほか、キャリア支援として、働くこと

の意義など勤労観を養う講演や、就職を希望

する生徒を中心に、具体的な就労支援の講座

を実施しました。 

 また、スポーツ関係では、平成21年度に、

末續慎吾氏による講演会と実技指導を行うな

ど、生徒のモチベーション向上等につながる

取り組みも実施いたしました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 東京大学視察研修は、先ほどの熊本での東

京大学教授による特別授業とは別に、毎年約

40人の生徒を東京大学に派遣し、工学系の教

授等による講義の受講や最先端の研究施設見

学を研修内容とするもので、理工系大学への

進学を目指す生徒たちの意欲向上につながっ

ています。 

 大学進学支援事業は、私立高校が複数校連

携して大学進学のための合同学習会等を開催

する場合に補助を行っているもので、各私立

高校が連携して取り組むことを促進する狙い

もあり、学校からは、他校生と一緒に学ぶこ

とで刺激を受けているとの評価があっており

ます。 

 ６ページをお願いします。 

 熊本時習館海外チャレンジ塾は、グローバ

ルな人材育成のため、平成25年度から開講し

ています。 

 生徒の進路等に応じて、高校卒業後直接海

外大学進学を目指す海外進学コースと、国際

教養系大学を初めとする国内大学進学後の留

学や将来海外で活躍できる人材育成を目指す

グローバル人材育成コースの２コースを設け

ています。塾生は、公立、私立問わず県内全

校に呼びかけ、今年度は116名の生徒が塾生

として頑張っています。 

 実績ですが、平成25年度に、海外進学コー

スで学んだ高校３年生７名のうち５名がアメ

リカの大学に、２名が国内の国際教養系大学

に進学しました。今年度も、高校３年生の塾

生の６名が海外大学に出願予定であり、ま

た、塾生の中から高校留学を行う生徒も出て

おります。 

 右の図をごらんください。 

 熊本時習館構想に基づく海外進学支援制度

を体系的に示していますが、それぞれの段階

に応じて海外進学を重点的かつ総合的に支援

しているところです。 

 ７ページをお願いします。 

 各私立高校は、それぞれの建学の精神に基

づく学校づくりを行っていますが、各学校の

特色ある学校づくりを支援し、また、熊本時

習館としての一体感を醸成するため、くまも

と私学情報サイトを開設し、さまざまな私学

関連情報等を発信しています。このサイトで

は、各学校の紹介とともに、学校からの情報

発信にも活用されております。 

 ８ページをお願いします。 

 生徒たちが、将来、社会を支える人材とし

て育っていくため、また、夢を持ち、それを

育んでいくためには、各自の意欲、自主性等

の向上が不可欠です。そのため、生徒たち

に、夢を見つけ、その実現に向け挑戦する意

欲を持ってもらうことを目指した取り組みも

行っています。 

 「夢の道しるべ」特別講演会では、実績例

に掲げるように、さまざまな分野の第一人者

による講演会等を行っています。直近では、

昨年２月に、熊本の私学出身の武田双雲氏を

招き、県内の私立高校及び教職員約1,000名

の参加のもと、県立劇場において「きみの潜
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在能力を引き出そう。そして、でかい夢を叶

えよう。」を演題に、講演と書道学習を交え

た生徒との交流を行ってもらいました。 

 こうした特別講演会には、これまでに延べ

約２万6,000人の生徒が参加し、学校から

は、生徒たちが夢に向かって努力するように

なった等の評価があっております。 

 次のがんばる高校生県表彰事業では、さま

ざまな分野において、ほかの生徒の模範とな

る高校生に対し、知事から直接表彰状を渡し

てもらっています。受賞生徒にとって、さら

なる励みになるとともに、周囲の生徒へもよ

い影響を与えているようです。 

 ９ページをお願いします。 

 時習館構想では、発達障害や不登校、貧困

等の課題を抱え、周囲の支えが必要な生徒た

ちに関する支援も行っています。 

 まず、熊本時習館特別支援相談員派遣事業

では、発達障害について専門的知識を有する

相談員が学校を訪問し、支援が必要な生徒に

関する助言等を行うとともに、教職員への研

修等を実施しています。こうした取り組みに

より、学校の理解も深まり、校内委員会の設

置数が今年度全21校となるなど、学校内の支

援体制の整備が進んできました。 

 次の熊本時習館スクールソーシャルワーカ

ー派遣事業では、不登校やいじめ、貧困等、

さまざまな課題を抱える生徒に関し、専門的

知識を有するスクールソーシャルワーカーを

学校に派遣し支援を行っていますが、学校か

らは、生徒、保護者、学校の３者間にスクー

ルソーシャルワーカーが入ることで、スムー

ズな話し合いができるようになったなどの評

価があっているところです。 

 中高生学習支援事業では、不登校傾向にあ

る生徒に対し、学校が退職教員等を活用し、

別室学習や授業補助等を行う場合に補助を行

っていますが、学校からは、生徒の基礎学力

の定着や教室復帰に効果があっていると聞い

ています。 

 10ページをお願いします。 

 時習館構想の考えや取り組みが各学校に根

づき、さらに特色のある、魅力のある学校に

なっていくためには、生徒たちに直接接する

教職員の力が不可欠です。そのため、時習館

構想では、教職員の資質向上のための取り組

みも行っています。 

 まず、熊本時習館アドバイザー事業では、

コーチング、生徒指導など、さまざまな分野

に関する研修を行うとともに、昨年度から

は、次世代のリーダーとして期待する中堅教

職員や校長の補佐として各学校の管理、運営

を担っている教頭等に対し、集中的に研修を

実施しています。 

 研修を受けた教職員からは、研修の内容に

対する評価とともに、これまで他校の教職員

と意見を交わす機会が少なかったが、この研

修で他校の教職員の苦労や考えも聞けて、大

変有意義であった等の感想があっています。 

 また、教職員指導力向上事業では、経験豊

富な退職教員等による授業評価等を行う学校

に対し補助を実施しており、各学校の若手及

び中堅教職員等の資質向上に寄与していま

す。 

 11ページをお願いします。 

 貧困の連鎖を教育で断ち切る取り組みの一

つとして、夢応援進学給付金制度を設け、生

活保護世帯からの大学入学に対し、10万円の

応援資金を支給しています。今年度も７人に

支給し、これまでに合計25人に対し支給を行

いました。 

 このほか、参考に掲げる制度により、生徒

たちが安心して学校で学べるよう、学費等の

負担軽減のための支援を行っているところで

す。 

 12ページをお願いします。 

 これまでの実績、成果についてですが、時

習館構想の提唱から約５年にわたり、５つの

方向性に基づく幅広い内容の取り組みを積極

的に展開してきました。 
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 各学校でも、時習館構想の考えを理解し、

建学の精神に基づき、それぞれに特色ある教

育を実践される中で、時習館構想の多岐にわ

たる事業を、各学校のニーズに合わせ選択、

活用され、さらに魅力ある学校づくりに取り

組まれているところです。 

 なお、学校からは、時習館の取り組みによ

り、私学生徒、教職員は大変刺激を受けると

ともに、自信と誇りにつながっており、その

効果は多岐にわたっているとの評価をいただ

いております。 

 各事業の一つ一つの主な実績等は御説明し

たとおりですが、総括的にこれまでの取り組

みの結果の参考として13ページに、時習館構

想のスタート時点と比較した私立高校の状況

を示す主な数値を掲載しています。 

 これらは一概に時習館構想の取り組みだけ

によるものではありませんが、不登校者の割

合を除く主な項目で数値が伸びているあるい

は改善を示しており、時習館構想に基づくさ

まざまな取り組みが県内の私学の発展によい

効果を与えていると考えています。 

 県内私立高校の状況は、さまざまな課題を

抱える生徒への支援など、引き続き取り組む

べき課題はありますが、これまでの時習館構

想の取り組みにより、私学振興に一定の道筋

をつけ、県内の私学が着実に発展、推進して

いると考えています。 

 説明は以上でございます。 

 

○小原企画課長 企画課でございます。 

 引き続き、地方創生への取り組みについて

御説明申し上げます。15ページをごらんくだ

さい。 

 地方創生、人口減少問題等に関する動きに

ついてでございます。 

 表の左欄には国の主な動きについて、右欄

には本県や知事会等の動きについて、時系列

で記載しております。 

 まず、左の欄の国の主な動きについてです

が、９月には、地方創生担当大臣が置かれ、

まち・ひと・しごと創生本部が設置されてい

ます。また、11月21日には、まち・ひと・し

ごと創生法が成立したところであり、地方創

生、人口減少問題等について国の本格的な取

り組みが始まっております。 

 なお、今月９日には平成26年度補正予算案

が、14日には平成27年度当初予算案が閣議決

定され、地方創生に向け策定された国の総合

戦略の推進に関連した予算がそれぞれ盛り込

まれております。 

 表の右側は、本県等の動きを記載しており

ます。次の16ページで御説明いたします。16

ページをお開きください。 

 まず、地方創生、人口減少克服に向けた本

県の取り組みについて御説明いたします。 

 県においては、国におけるまち・ひと・し

ごと創生本部の設置を契機として、９月10日

に幸せ実感まち・ひと・しごとづくり本部を

設置しました。この本部は、知事を本部長と

し、副知事、各部局長等で構成しており、こ

れまで３回本部会議を開催しています。 

 一番下の枠囲み、４、これまでの県の取り

組みについて(1)国の施策等に関する提案に

つきましては、人口減少克服、地方創生に関

する施策提案を取りまとめ、昨年11月に県選

出国会議員や各省庁への要請活動を実施して

います。また、(2)市町村との連携について

ですが、県町村会や県市長会との意見交換

会、個別のヒアリングによる各市町村長との

意見交換を実施したほか、市町村担当者向け

の説明会や各種情報提供を行っております。 

 続いて、17ページをごらんください。 

 11月21日に成立したまち・ひと・しごと創

生法について説明いたします。 

 上から、目的(第１条)、次に、基本理念

(第２条)に続き、その下の中央に記載してい

ますが、第８条に基づき、政府においてま

ち・ひと・しごと創生総合戦略が策定され、

その右側でございますが、第９条、第10条に
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よって、都道府県や市町村による地方版のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するこ

とが努力義務とされています。 

 次に、18ページをお開きください。Ａ３の

横になっております。 

 国のまち・ひと・しごと創生「長期ビジョ

ン」と「総合戦略」について御説明を申し上

げます。 

 この長期ビジョンは、人口の現状と将来の

姿を示し、人口問題に関する国民の認識の共

有を目指すとともに、今後取り組むべき将来

の方向を提示するものとされています。 

 また、右側の総合戦略は、長期ビジョンを

踏まえ、2015年を初年度とする今後５カ年の

政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策

をまとめたものです。 

 まず、左側の長期ビジョンについてでござ

いますが、一番左側の列ですが、2060年を視

野に入れた中長期的展望として、１、人口減

少問題の克服、及び２、成長力の確保を掲げ

ています。 

 この中で、人口減少の歯どめと東京一極集

中の是正によって、2060年に１億人程度の人

口を維持することとしており、人口の安定化

とともに生産性の向上が図られると、2050年

の実質ＧＤＰ成長率は1.5から２％程度維持

されるとされています。 

 続いて、ページ右側の総合戦略につきまし

て御説明します。 

 この総合戦略は、2015年から2019年度まで

の５カ年の戦略となっております。 

 右から３番目の列、基本目標(成果指標、2

020年)列ですが、この戦略では、「しごと」

と「ひと」の好循環づくりとして、それぞれ

アンダーラインを引いている箇所ですが、地

方における安定した雇用を創出する、地方へ

の新しいひとの流れをつくる、若い世代の結

婚、出産、子育ての希望をかなえる及び好循

環を支える、まちの活性化として、時代に合

った地域づくり、安心な暮らしを守るととも

に、地域と地域を連携するという４つの基本

目標を定めています。 

 この４つの基本目標には、2020年までの５

年間の成果指標として、それぞれ黒のひし形

になってございますが、に記載してある成果

指標が設定されております。 

 また、右から２番目の列には、原則として

実現すべき成果に係る指標となる重要業績評

価指標が設定され、検証、改善するＰＤＣＡ

サイクルの仕組みを確立することとされてい

ます。ここでは、主な重要業績評価指標が記

載されております。 

 なお、各地方公共団体においても、国と同

様に、地域課題に基づく適切な短期、中期の

政策目標を設定し、各地方版総合戦略の進捗

を検証し、改善するＰＤＣＡサイクルを確立

することが重要であるとされています。 

 一番右側の列には、これらの目標や重要業

績評価指標を達成するための国の主な施策が

記載されております。 

 裏面の19ページをお開きください。 

 こちらは、国が行う地方への支援について

でございます。 

 一番上の欄には、今御説明いたしました国

の長期ビジョンと総合戦略が記載されてお

り、その下の欄に、地方が今後策定すること

となる地方人口ビジョンと地方総合戦略につ

いて記載されています。 

 その下に、この地方人口ビジョンと地方版

総合戦略の策定に当たって、国の地方への支

援策として、左側から、情報支援、真ん中の

財政支援、右側の人的支援により切れ目のな

い施策の展開を行うこととされています。 

 まず、左側の情報支援については、国にお

いて地域経済分析システムを構築するとされ

ています。また、右側の人的支援について

は、資料の中央右側ですが、地方創生人材支

援制度や地方創生コンシェルジュ制度が構築

されています。財政支援につきましては、下

のボックス全体でございますが、地方版総合
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戦略の策定、実施の財政的支援として記載さ

れております。 

 左から、今年度の緊急的取り組みとして、

経済対策(まち・ひと・しごと創生関連)で、

今回の補正予算において新たに創設されまし

た地域住民生活等緊急支援のための交付金に

おいては、地方創生先行型と地域消費喚起・

生活支援型が創設されています。 

 地方創生先行型では、26年度から27年度に

かけて、地方版総合戦略の早期かつ有効な策

定、実施に手厚く支援することとされていま

す。また、27年度には、税制・地方財政措置

も実施される予定となっております。さら

に、28年度以降は、新型交付金が本格実施さ

れることとなっております。 

 20ページをお開きください。 

 本県における地方創生等の今後の取り組み

についてです。 

 まず、一番上の白丸ですが、本県における

地方人口ビジョン及び地方版総合戦略につい

ては、現在、人口動向分析や将来人口推計な

ど準備を進めており、産官学金労などの代表

者から成る組織を今後設置するとともに、市

町村との連携も図りながら検討し、平成27年

度中に策定できるよう、スピード感を持って

対応してまいります。 

 次に、真ん中の白丸ですが、先ほど説明い

たしましたとおり、このたびの地方への好循

環拡大に向けた経済対策における地域住民生

活等緊急支援のための交付金（地方創生先行

型）についても積極的に活用するため、２月

補正に向けて取りまとめを進めているところ

でございます。 

 最後の白丸ですが、地方人口ビジョン、地

方版総合戦略を策定できるよう、各種説明会

の開催や人口推計等に関するマニュアルの配

付など情報提供を実施するとともに、経済対

策の対応に向けた市町村への支援も引き続き

実施するなど、市町村との連携をしっかりと

りながら進めております。 

 また、市町村に寄り添い、サポートするた

め、熊本版コンシェルジュとも言える支援窓

口を平成27年度に設置することとしておりま

す。 

 説明については以上でございます。 

 

○横井地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 くまもと移住定住促進戦略について御説明

させていただきます。 

 戦略本体につきましては、別冊でお手元に

配付しておりますけれども、説明は常任委員

会資料で説明させていただきます。資料の22

ページをお願いいたします。 

 まず、戦略の概要ですが、全国を上回る人

口減少への対応のため、都市住民の地方回帰

ニーズの拡大や本県の認知度向上を契機に、

昨年３月に、地方創生の動きを先取りする形

でこの戦略を策定いたしました。 

 移住施策の促進により、人口減少問題への

対応を図るだけでなく、地域に必要とする人

々を積極的に外から呼び込み、地域資源の活

用やコミュニティーの維持、活性化を行うこ

とで、地域づくり活動を推進することを目的

としております。 

 次に、(2)の戦略策定の意義ですが、移

住・定住施策の展開の方向性を県内外に発信

するとともに、県と市町村が一体となって施

策の推進を図るため、県と市町村の役割を明

確にし、県が実施する取り組みや市町村の参

考となる多くの取り組みの事例を示しており

ます。 

 なお、この戦略でいう移住、定住とは、定

住を目的とした県外からの生活拠点の移動と

いうふうに定義しております。 

 23ページをお願いいたします。 

 まず、移住・定住施策を進める上での課題

を図の左側に整理しております。 

 ローマ数字のⅠで、移住・定住促進に対す

る取り組み意識の地域間格差があること、Ⅱ
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で、受け入れ体制の整備が不足しているこ

と、それからⅢで、情報発信が不十分である

こと、Ⅳで、断片的な移住・定住施策が実施

されていることの４つを課題と捉えておりま

す。 

 これらの課題に対応するため、県と市町村

のそれぞれの役割について右側に記載してお

ります。 

 県の役割につきましては、そこにございま

すとおり、熊本県が選ばれるための窓口とな

ること、それから県全体で取り組むことが効

果的、効率的な施策の推進、それから市町村

が実施する施策の支援としております。 

 市町村の役割につきましても、１つ目に、

地域の魅力を生かしたより具体的な施策の展

開、受け入れ体制、移住後の支援体制の整備

推進、３つ目に、県や地域と連携した施策の

推進としております。その上で、県と市町村

が連携して移住・定住施策の総合的かつ積極

的な推進を図ることとしております。 

 24ページと25ページは、県が実施する具体

的取り組みの計画について記載しております

けれども、実際、本年度、この計画に基づき

まして既に具体的な取り組みを行っておりま

す。その具体的内容につきまして、26ページ

以降で御説明させていただきたいと思いま

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 本年度の取り組みでございますが、まず、

総括的施策推進のエンジンとなるくまもと移

住定住促進戦略推進協議会を本年度内に設置

する予定としておりまして、不動産関係団

体、経済関係団体、農業関係団体、移住施策

の地域団体、市町村、国など、計31の団体で

構成することとしております。 

 次に、(1)の移住・定住促進に対する機運

の高揚ですけれども、今月29日木曜日です

が、移住・定住研修会を実施することとして

おります。また、県内の地域おこし協力隊を

一堂に会した意見交換会を初めて開催するこ

ととしております。 

 (2)の相談体制の整備でございますが、昨

年12月に、移住、定住に関する多様な相談に

ワンストップで対応できるよう、地域振興課

内に総合相談窓口を設置いたしました。ま

た、あわせて相談対応マニュアルを整備して

おります。 

 27ページをお願いいたします。 

 体系的な施策の推進といたしまして、移住

相談会の実施についてですが、県単独の相談

会を東京、大阪で開催したほか、ふるさと回

帰支援センターや移住交流促進機構――ＪＯ

ＩＮと言いますけれども、などの全国組織や

新聞社が開催する移住フェアにも積極的に参

加いたしました。 

 (4)の市町村支援の充実につきましても、

今年度から地域づくり夢チャレンジ推進事業

を改正して、市町村や地域団体が使いやすい

制度とした結果、移住促進の取り組みにつき

まして、これまで大体年平均が５件だったの

に対し、本年度は過去最高の13件を採択して

おります。 

 28ページが、ただいま御説明いたしました

県が参加した移住相談会やフェアの概要の一

覧でございます。 

 29ページをお願いいたします。 

 地方創生の動きといたしまして、先ほども

企画課のほうから御報告がございましたけれ

ども、国が昨年末に策定いたしましたまち・

ひと・しごと創生総合戦略の中で、東京一極

集中の是正を掲げ、地方への新しい人の流れ

をつくることを基本目標の一つとして、地方

移住の促進を図っております。 

 このための具体的な施策といたしまして、

国は、地方への移住相談や情報提供の一元的

窓口として、全国移住促進センターを今年度

内に設置することとしております。 

 また、仮称ですけれども、全国移住ナビと

いう、地方移住に必要となる生活面や求人面

での情報の一元的提供システムを整備するこ
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ととしております。 

 さらに、地方財政措置の創設によりまし

て、平成27年度から、各自治体の移住施策を

財政的に支援するということにしておりま

す。 

 30ページをお願いいたします。 

 今後の取り組みについてでございます。 

 本県では、今年度末に設置する協議会での

検討を行いながら、地方創生の動きと密接に

連動して、戦略に示すさまざまな取り組みを

推進していくこととしております。 

 まず(1)の相談体制の整備につきまして

は、昨年12月に課内に設置している総合相談

窓口に加えまして、来年度は東京にも窓口を

設置いたしまして、国の全国移住促進センタ

ーとの連携や全国移住ナビの積極的な活用に

より、迅速で効率的な相談支援体制の構築を

図ってまいります。 

 (2)の住まい探しの支援につきましては、

協議会メンバーである不動産関連団体との協

定締結等により、住まい情報の充実と円滑な

物件紹介の実施を図ることとしております。 

 また、仕事探しの支援につきましても、本

年度からオンラインで提供されているハロー

ワーク情報を使って、無料職業紹介事業が行

えるようになりましたＵターンアドバイザー

との連携を強化して、支援の充実を図ること

としております。 

 最後に、31ページをお願いいたします。 

 (3)の体系的な施策の推進につきまして

は、大学卒業生などの若い人材をターゲット

に、就職相談と住居を含む生活相談を兼ねた

移住就職相談会を開催し、若い人材の地方へ

の還流を推進します。 

 また、今回設置する協議会を通じて、市町

村や関係機関が実施する施策情報の共有化を

図り、施策を体系的、効率的に取り組んでま

いります。 

 (4)の市町村の支援の充実につきまして

も、移住のための空き家調査や空き家改修な

ど、市町村等が行う移住促進のための施策を

幅広く支援している地域づくり夢チャレンジ

推進事業の利便性をさらに拡大するなどし

て、市町村支援の充実を図ってまいりたいと

思います。 

 今後は、地方創生の流れを的確につかみ、

施策の推進である協議会を中心に、県、市町

村、民間団体等の関係機関が連携して、移

住・定住促進施策による地域活性化のさらな

る推進を図ってまいります。 

 以上でございます。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 資料の33ページ、川辺川ダム問題について

をごらんください。 

 昨年12月19日に、第11回ダムによらない治

水を検討する場本会議を開催し、検討する場

の取りまとめ等について意見交換を実施しま

したので、御報告いたします。 

 中ほどの４、議事をごらんください。 

 会議では、まず、昨年６月から９月にかけ

て実施した流域の市町村議会、住民に対する

説明会――これは延べ16回、約500名を対象

に行っております、の概要等について説明

し、その後意見交換を行いました。 

 意見交換においては、まず(2)①知事の提

案とありますように、知事から、検討する場

において、現実的な対策を最大限積み上げ、

対策案の実施により治水安全度は現状よりも

向上するが、全国の直轄河川と比較して低い

水準にとどまるとの認識を国、県、流域市町

村で共有できた、その意味で検討する場は当

初の目的を果たしたとして、検討する場を終

了することを提案させていただきました。 

 ただ、課題である治水安全度の向上に向け

ては、新たに何らかの形で検討を続けていく

こと、また、その検討と並行して、対策案を

早急に実施し、治水安全度を上げていくこ

と、さらには、流域市町村とともに防災・減
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災ソフト対策にもしっかりと取り組み、総合

的な治水対策を進めていくとの提案を行いま

した。 

 この提案について、流域市町村長との意見

交換を行いましたが、県の提案におおむね理

解をいただいております。 

 ②各市町村長の意見(概要)をごらんくださ

い。 

 主な意見を申し上げます。八代市です。現

対策案を早急に実施するとともに、今後も治

水安全度向上のための検討を継続してほし

い、また、防災・減災ソフト対策に対する県

の財政支援を早期に実施するよう要望すると

の意見がありました。 

 これに対して、県から、防災・減災ソフト

対策に対する財政支援については、平成27年

度からの実施を含めて、できる限り早期の実

施に向けて準備を進める旨、回答をしており

ます。 

 34ページをごらんください。 

 上から３番目、多良木町です。新たな形で

の検討は、実効性のあるものにしてほしいと

意見が出ております。 

 錦町です。新たな形での検討では、戦後最

大の洪水への対応等、一定の目標を定めてほ

しいと。戦後最大の洪水というのは、年超過

確率にして20分の１から30分の１程度と言わ

れております。また、遊水地については、効

果を検証の上で地元と協議をしてほしいとい

うことです。 

 五木村です。村が再建できるよう支援をし

てもらいたいと。 

 最後に、球磨村から、当面の目標として、

戦後最大の洪水に対応する治水安全度を目指

すのであれば理解するので、対応を検討して

ほしい等の意見が出されております。 

 ５の意見交換終了後の国、県の発言です

が、これらの意見も踏まえて、国、県は、新

たな形での検討の具体的な内容等を協議し、

次回の本会議で提示することとしておりま

す。現在、次回の本会議開催に向けて、国、

流域市町村との調整を進めているところで

す。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、これまでの報告について質

疑を受けたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○岩下栄一委員 時習館構想ですけれども、

熊本では、私学が独自の建学の精神で発展し

てきて、公立学校も私学の精神みたいなもの

があるんですね、熊高でも済々黌でも。そう

いう中で、私学が非常に努力をされて、昨

今、海外に雄飛する人材も多数輩出している

というふうなことは、鎮西学園の上田先生か

らも伺っております。 

 そういう中で、さらにそれに磨きをかけ

て、多くの人材を輩出しようという熊本県の

試みは大変立派だというふうに思うんですけ

れども、そもそも時習館というのは、熊本の

藩校で、歴史的な存在だと思うんですね。そ

れをもって時習館の名称を使用するのは、知

事さんの思いつきなのか、深い洞察のもとに

されたのか、藩校時代のそういう教育の精神

をもう一度見直そうということであったのか

はわかりませんけれども、藩校は全国にたく

さんございますけれども、こういう旧幕府時

代の藩校を利用したような教育システムはほ

かの県にありますか。それから、要するに知

事の思いつきだったのかあるいは深い洞察の

もとであったのか。この名称を時習館と、歴

史的なものを使用されるその背景が１つ。 

 それから、中に東京大学というのが何度か

出てまいりました、公開講座で。東京大学

は、それはすぐれた大学であることは誰も異

論は申しません。しかしながら、昨今、ノー

ベル賞でも何でも、ローカルの大学から多く

の研究者が輩出したりしているし、また、私
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立大学からも多くの人材が出ているわけで、

それで東京大学、東京大学にこだわる必要が

あるのかどうかというのが２点。 

 それから、私学が随分経営に苦労されてい

ると。引き続いて私学の支援をしていただき

たいと思いますけれども、これは要望です。

そんなところでちょっと質問です。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 まず、他県に熊本県の時習館構想のような

システムがあるかどうかという御質問なんで

すけれども、具体的に藩校の名前を使って私

学振興等をやっているかどうかについては、

当課としては現時点では把握しておりませ

ん。ただ、各県とも、私学振興について、そ

れぞれ工夫をされて、いろんな独自の支援は

行っていると思っております。 

 ２つ目の時習館構想を名称に用いた背景な

んですけれども、御承知のとおり、藩校時習

館は、第８代細川重賢公が、宝暦５年、1755

年になりますけれども、設立され、明治３年

に廃校になるまで、115年間続いた、全国に

名を知られた藩校でございます。 

 かつての藩校時習館につきましては、文武

両道、質実剛健の気風を育てたとされ、藩士

はもとより、農民や町衆の子弟等にも門戸を

開いたとされます。 

 今回、時習館構想については、知事が最初

に提唱されたところでございますけれども、

私学振興としての今の時習館構想も、かつて

の藩校時習館と目指すところは同じで、将来

を担う若者である高校生等を支援すること

で、平成の時習館で学んだ生徒さんたちが、

学ぶことに誇りを持ち、大きな夢を持って、

未来の熊本、日本を築いていくことを期待す

るということで提唱したものでございます。 

 ３つ目の東大派遣事業とか東大教授等によ

る特別授業等を行っておりますけれども、東

京大学にこだわる必要があるかという御質問

でございますけれども、特別授業の中では、

これまでの取り組みの中で熊本大の先生を呼

んでの特別授業とか、また九州内の工業系の

大学の先生等を呼んだ授業等も行っておりま

すので、必ずしも東京大学にこだわった取り

組みではございません。 

 ただ、この東京大学につきましては、熊本

県と東京大学のほうでお互いに科学技術系の

若者を育てるということで連携協定を結んで

おりまして、現在、それに基づいて東京大学

への派遣事業、また特別授業については実施

しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 わかりました。 

 非常に緻密な計画は立てられておりますの

で、多くの成果が上がることを期待したいと

思いますし、より多くの高校生がこうした機

会を享受できるようにお願いをいたしておき

ます。 

 

○荒木章博委員 今時習館構想の件で岩下委

員からお話がありました。 

 こういうきちんとした、写真入りでこうや

ってできている。できればもう少し早くから

ですね、こういう構想を練っているんだとい

うことであれば、前回の委員会で私もそこま

で言わなくてよかった。だけん、きょうは部

長が胸張っとんなはるですもん、入ったとこ

ろがですね。 

 そこで、今時習館構想ということで、全国

に藩校というのがもちろんありますね。実は

長野県の、進徳館だったかな。あのときに私

が、熊本県で藩校サミットを、全国サミット

を熊本でやろうということで、招致委員長で

進徳館に行って、そして山形県の致道館です

かね、致道館でバトンタッチをして、そのバ

トンタッチをもってその翌年に熊本で開催を

したという歴史が、私もちょっと携わってい

たものですからね。 
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 そういった中で、何かそういう全国の藩校

と熊本県の藩校とのいろんな類似点や違うと

ころ、また、そういうところにもいろんな―

―当時は県の教育委員会の、義務教育だった

と思います。先生方を一緒に御案内をして、

藩校サミットの鶴岡のほうには、致道館の大

会には行ったんですけれどもね。 

 そういった中で、そういう学習とか、特に

熊本の場合は武道というのに力を入れていた

わけですけれども、そういったところもやっ

ぱり熊本時習館構想の中には取り入れられて

いると思うんですけれども、そういった全国

との一つにはそういう、何といいますか、藩

校との非常に類似しているところもあるもの

ですから、そういうところの学習をされると

か、また、熊本の場合には武道が特出してい

るわけですので、時習館にはそういったとこ

ろの取り組みというのは今後もどう考えてい

かれるか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○橋本私学振興課長 全国の藩校のいい例を

参考に取り入れたらどうかという御質問なん

ですけれども、熊本県でやっております藩校

時習館については、かつての藩校時習館の名

前はいただいておりますけれども、具体的な

いろんな施策については、私学振興というこ

とでさまざまな施策をやっているところでご

ざいます。 

 各県ともいろんな藩校があって、それぞれ

歴史がありますので、今後私学振興策を検討

する中で、各県の藩校のこれまでの取り組み

等も参考にして、いろんな私学支援のさらな

る推進を図っていきたいと考えております。 

 ２つ目の武道の取り組みについての考え方

でございますけれども、時習館構想の中でも

御説明しましたように、平成21年にオリンピ

ック選手だった末續慎吾氏を呼んで講演と実

技指導を行うなど、スポーツに関する指導も

行っております。 

 ただ、それ以外にも、スポーツトレーナー

等による特別授業等をやっておりまして、各

私立学校とも、運動クラブを中心に、大変有

意義な授業を受けることができたという評価

もあっております。 

 ただ、各私立高校については、それぞれに

今スポーツのほうでも頑張っておりまして、

それぞれ武道を含めたトレーニング講習会等

については、それぞれの学校が今工夫をされ

ておりますので、現時点では特に武道に特化

して時習館として推進していく考えはありま

せんけれども、今後につきましては、また各

学校の御意見等も伺いながら、施策は推進し

てまいりたいと考えております。 

 

○荒木章博委員 きょうは課長は名答弁でご

ざいましたので、もう何も言うところはあり

ません。 

 そういうところで、全国の藩校あたりとも

――まあ、藩校といいますのは、熊本藩の時

習館の名前だけをとってその中で取り組んで

いくということですから、全国の藩校との連

携というのは必要ないかもしれませんけれど

も、ちょっと話長くなるといけませんけれど

も、やっぱり藩校の意義とか、重賢公がどう

やってこの藩校をつくっていったのかという

ことは、もう私以上に私学の担当者の方たち

が勉強されていると思いますので、今後こう

いう一つの中間報告とか発表とか、そういう

あたりもやっていただきたいなと思っており

ます。 

 引き続き、あわせて、今度栁田政策審議監

もおいでておりますからね。県の教育委員会

も、ちょっと待て――栁田さんは教育委員会

だったですかね。違ったか。教育委員会かと

思うた。それはわかりました。なら、一応そ

れで終わります。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 
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○前田憲秀委員 時習館構想は、私も内容的

にはもう大賛成で、いい取り組みだと思って

います。 

 今の御説明の中でも、県下の３分の１を占

める私立高校生、いわゆる私学振興策として

のこの時習館構想ということなんですが、途

中、例えば東京大学の視察研修、実績には公

立高校も含めという文言があります。また、

がんばる高校生の表彰事業にも、公立高校も

含めという、ここの兼ね合いはどう考えれば

よろしいんですか。私学振興ということで今

お聞きして、非常にいい内容と思ったんです

けれども、高校生としての立場としてはどう

捉えればいいのか、そこをちょっとお尋ねし

たいんですけれども。 

 

○橋本私学振興課長 委員御発言のとおり、

時習館構想につきましては、私学の振興が基

本でありまして、そのための取り組みを行っ

ているところでございますけれども、ただ、

公立、私立の区別なく、その先には県教育全

体のレベルアップの観点からも取り組んでお

りまして、事業内容次第では、事業の効果を

より広げるため、教育庁と役割分担、連携し

ながら、公立の生徒も対象に取り組んでいる

ものでございます。 

 具体的には、先ほどの東京大学教授による

特別授業及び東京大学視察研修事業等につき

ましては、先ほども御説明しましたとおり、

東京大学と熊本県との連携協定に基づく取り

組みでありまして、東京大学教授を熊本に招

聘する特別授業については私学振興課で所管

しておりまして、東京大学のほうに高校生を

派遣する事業につきましては教育政策課が所

管するなど、役割分担をしながらやっており

ます。 

 また、海外チャレンジ塾を含む海外進学支

援、またがんばる高校生県表彰事業等につき

ましては、公立の生徒につきましても、ニー

ズが高い、また、高校生を表彰することで県

内の高校生がさらに頑張る意欲を持ってもら

うということで、教育庁と話し合いをしなが

ら、公立の生徒も対象にして今取り組んでい

るところでございます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 公立高校にも、そういった表彰制度、そう

いう情報はきちんと行っているということで

よろしいんですか。 

 

○橋本私学振興課長 がんばる高校生表彰事

業につきましては、私学振興課が所管してお

りますけれども、県としての表彰ということ

で、実際に具体的な事業執行に当たっては、

私学振興課と教育庁のほうで一緒になって取

り組んでいるところでございます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。ありがとう

ございます。 

 私学振興という意味で、３ページに５つの

方向性がありました。主に私としては、学費

負担の軽減というのが大きく出るのがこの私

学振興なのかなという思いはありますけれど

も、しっかり県下の高校生としてスキルアッ

プといいますか、レベルアップができるよう

に、しっかり教育委員会とも連携を密に、こ

れからもそれ以上とっていただければという

ふうに要望して終わります。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙野洋介委員 移住、定住について質問な

んですけれども、これは昨年３月にくまもと

移住定住促進戦略を策定されて、さまざまな

取り組みをされていると思うんですけれど

も、28ページに移住相談会とかフェアとかと

書いてありますけれども、これから具体的に

移住、定住につながった実績はどのぐらいご

ざいますでしょうか。 
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○横井地域振興課長 ことし実施したものに

つきまして、玉名市のほうが、東京での相談

会でしたか、のほうで相談があったものにつ

いて、既に移住の手続が進められているとい

うふうに聞いております。また、もう１件、

済みません、どちらでしたか……今のところ

具体的に２件ございまして、１件が玉名市で

す。もう１件は、済みません、ちょっと調べ

てからお答えします。申しわけございませ

ん。 

 

○髙野洋介委員 これは、私、県が率先して

やるのが非常に難しい場面が来ると思うんで

すけれども、例えば熊本県に来てくださいと

言っても、それからは熊本県のどこなんだと

いうような場面が多分多々あるんですね。多

分、一般的に移住相談するところは、私は、

独自で、自分たちでいろんな情報をインター

ネットで調べられて、玉名、八代とか自分た

ちで調べて、自分たちの生活環境に合うとこ

ろに、そこからまたそれぞれの市町村にアク

セスしたり、対応したりしてすると思うんで

すよね。だから、非常に私、県としてどうい

うふうな広報をされるのかなというのを非常

に期待していますけれども、一方で、非常に

薄っぺらい情報になってしまうと、多分他県

に流れるというふうな場面も来ると思うんで

すよ。 

 やっぱりここで一番大事なのは、それぞれ

の市町村の取り組みの底上げが必要だなとい

うふうに私は感じております。じゃないと、

それぞれの他県でも取り合いになるでしょう

し、そしてまた市町村でも取り合いになると

思うので、そこをもう一回皆様方で――移

住、定住は、多分どこの基礎自治体も取り組

むところだと思うので、そこをもう一回強化

しなければいけないというふうに思うんです

よ。 

 いいことも書いてあるんですけれども、我

々の世代が他県に移住しようと思ったとき

に、やっぱり仕事なんですよね。それを、県

内の人の仕事のあっせんよりも厚くするのか

薄くするのかによってもいろいろ変わると思

うので、仕事がないと生活ができないわけ

で、そこも含めて、市町村というか、基礎自

治体の底上げというのをどういうふうに具体

的に考えていらっしゃるのか、御質問したい

んですけれども。 

 

○横井地域振興課長 まず最初に、先ほど御

質問がありました具体的に決まった例はとい

うので、１つは、先ほど申し上げましたよう

に、ことし東京で開催した相談会での相談者

が玉名に移住を決められたということと、も

う一つは、福岡のフェアでの関西の相談者が

人吉への移住に向けて視察を進められるな

ど、そういう取り組みが進んでいますという

のが御報告でございます。 

 それから、今御指摘のありました移住、い

わゆる市町村の取り組みをもっと強化しなき

ゃいけないということも、まさにおっしゃる

とおりでございまして、県としては、例えば

熊本県を選んでいただくためのイメージアッ

プ戦略ですとかあるいは情報提供ですとかは

できますけれども、具体的に移り住まれると

ころは市町村でございますので、その市町村

におかれて、どういうふうな具体的な優遇的

なことをやっていかれるのか、どれだけフォ

ローしていくのかということがポイントにな

って選ばれることになると。熊本県を選んだ

後に、じゃあその中で市町村はどこを選ぶの

かといったら、そういうことがポイントにな

ってくると思われます。 

 先ほど、先生、仕事とおっしゃいました。

まさに仕事がなければ移住もままならないわ

けでございまして、そういう意味では、純粋

に仕事という意味ではＵターンアドバイザー

の方と連携しながらやっていくんですけれど

も、我々のところに相談に来られる、例えば

相談会で来られる方は、割と漠然としたイメ
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ージで来られていて、むしろ仕事というより

も、東京ではきちんと、例えば会社で仕事を

しているんだけれども、まだ若い方でも、や

っぱりちょっとそういう生活に疲れて熊本あ

たりで――よくキーワードで半農半Ｘとおっ

しゃるんですけれども、半分農業をしなが

ら、半分ちょっとどこかでカフェをやったり

とか、何かそういうことを求められる方が非

常に多いんじゃないかなという印象は持って

おります。 

 純粋に仕事だけを求められる方は、Ｕター

ンアドバイザーのほうできちんと相談に乗っ

ていただければ、そこに付随する、例えば福

利厚生で住むところとか心配しなくていいん

ですけれども、移住相談会に相談に来られる

方々は、仕事も――もちろん仕事が一番です

が、それに伴いまして、じゃあ住まいをどう

するかとか、子供の生活をどうするか、いろ

んなことを漠然と相談に来られて、その中で

じゃあ熊本県をどう選んでいただけるか、そ

の後に、先ほど申し上げましたように、市町

村ごとに子供の、例えば養育費がいつまでた

だでしょうかとか、そういう具体的な施策、

具体的な情報を提供していって選んでいただ

くしかないのかなというふうには考えていま

す。そのためのポータルサイトの充実ですと

か、そういうことはこれからもどんどんやっ

てまいりますし、今度設置する協議会におき

まして、仕事、生活、全ての面で情報が提供

できるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

○髙野洋介委員 最後に言いますけれども、

これは今から大事なのは、やっぱり市町村が

どれだけ自分たちの色を出して、自分たちが

どれだけ基礎自治体として支援ができるかと

いうのを、わかりやすく、そういう移住、定

住に興味がある人に伝えるかだと思うんです

よね。だから、そこをまず行政として、県庁

として、私は取り組むべきものじゃないかな

と思っておりますので、当然熊本県の魅力を

発信しつつ、市町村の力をどんどんどんどん

底上げするような施策を持っていって――半

農とか、私も非常にいいことだと思いますの

で、そこはまた農業関係者の人とか、または

具体的に今までそうやって定住してこられた

方々の話を聞きながら、どういったところが

みそなのか、ポイントなのかというところ

を、やっぱりそういう分析をしながら、一人

でも多くそういう推進ができるように、ぜひ

取り組んでいただきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○内野幸喜委員 この地方創生の取り組みと

移住・定住促進はリンクしてくると思うんで

すね。今髙野先生がおっしゃっていたよう

に、まち・ひと・しごと、仕事があって人が

集まる、人が集まるからこそ町が成り立つと

いうことだと思いますね。 

 その仕事という意味で、ここの委員会で聞

いていいことなのかちょっとわからないんで

すけれども、実は先日、私も、ああ、そうな

んだと思ったことがありました。今、私なん

かが企業誘致、企業誘致とよく言うんです

ね。企業誘致して雇用を確保するとかと言う

んですけれども、この間、名刺交換会のとき

にお会いした方が町工場の方だったんです

ね。町工場を経営している方。町工場がなか

なか進出できるような場所がないと。例えば

住宅地にそういうふうに工場を開設すると、

なかなか近隣との、まあ音の問題であると

か、なかなかスムーズに受け入れられない

と。例えば、今県というのは大きな工業団地

を持っているわけですね。そこを、例えば50

坪区画ぐらいで、そういうちっちゃな町工場

が集まるような工業団地という考えはないの

かと。今そういう町工場の職人さんも少なく

なってきている中で、そういうところがあれ



第８回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成27年１月26日) 

 

 - 16 -

ば、非常に一つの考え方としていいんじゃな

いかという話があったんですね。ああ、まさ

にそうだなと私も聞いていて思ったんですけ

れども、まあこの委員会で聞くべきことなの

かわからないんですけれども、そういう考え

方というのはどうなんですか。多様な働き方

の一つとしてですね。 

 

○小原企画課長 今のその町工場のお話でご

ざいますけれども、個別具体的にはいろんな

御要望が今後出てくるかと思うんです。先ほ

ど申し上げたように、地方版の今後総合戦略

をつくることになっておりまして、これは今

後５年間の戦略ということになってございま

すけれども、先ほど申し上げたように、これ

は県が一方的につくるものではなくて、産業

界、それから大学関係、それから金融機関、

それから労働団体、それからマスメディアの

方々も含め、総合的にはいろんな意見を聞き

ながら、もちろん議会の委員の先生方の御意

見も聞いていくことになりますので、そうい

った県民の広い意見を聞きながら総合戦略を

つくっていく中で、そういった御意見、御要

望も反映させていければというふうに今考え

ているところでございます。 

 

○内野幸喜委員 これは商工観光労働部で聞

くことなんですけれどもね、実際は。 

 さっき言った、従業員が多くても10人ぐら

いで、30坪から50坪ぐらいの場所でいいと、

そういうところが10社なり20社なり集積でき

るようなところがないという話だったんです

ね。たまたま、地元名石浜工業団地は１区画

残っているんですけれども、大きいと、あれ

を１つで売ろうとすると、やっぱりそういう

大きい企業と考えがちなんですね。これが、

小分けすると１つの町工場の集積地になるん

じゃないかと、ああそういう考えもあるなと

思いましたので、これは商工との関係もある

と思いますけれども、そういったこともひと

つ検討に値するんじゃないかなと思いますの

で、ぜひ検討していただければなというふう

に思います。 

 

○前田憲秀委員 私も、髙野先生、内野先生

言われる、全く同感で、私は、この23ページ

に県の役割というのが３項目ありまして、移

住・定住政策を進める上での県の役割という

のが、一番最初に熊本県が選ばれるための窓

口とあります。まさしくこれだなと思ってい

ろいろ試してみたんですけれども、例えばこ

の説明の中にもありましたＵターン、Ｊター

ン、Ｉターンと今よく言われます。ＵＪＩと

入れて検索をしてみると、やまぐちニューラ

イフというところが１ページ目に出るんです

ね。これを見てみると、山口県の政策企画課

がやっている、いわゆる定住・移住政策を進

めるページなんです。そこにぱっと行きま

す。そして、そこに今度はＹＹジョブサロン

といって、山口版の若者就職支援センターに

つながるだとか、魅力を紹介する、すばらし

い何かホームページができているんですけれ

ども、こういったのをするのは地域振興課さ

んになりますか、企画課さんになりますか、

どうですかね。 

 

○横井地域振興課長 私ども地域振興課のほ

うでもポータルサイトを一応設置しておりま

して、各全ての市町村がリンクを張って、そ

れをのぞけるようにはちゃんとしておりま

す。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、それは失礼いたし

ました。 

 ただ、県庁のホームページで、グーグルの

検索がありますけれども、ＵＪＩとしてもそ

こには行かないと思いますけれども、どうで

すか。 

 

○横井地域振興課長 申しわけございませ
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ん。それで検索したことがないんですが、今

度試してみて、行かないようなら、きちんと

届くように、できるだけ頑張るようにしま

す。 

 

○前田憲秀委員 ホームページのリニューア

ルというお話もありましたので、それはまた

別な機会に私はしっかり御意見もさせていた

だきたいと思うんですけれども、今ネット社

会、スマホも、若い人からある程度高齢な方

まで、キーワードで全て検索ができます。病

気のことにしても何にしてもですね。そうや

って、もちろん御存じだと思うんですけれど

も、表のページ、１ページ、２ページ目にし

っかりとリンクできるような仕組みもありま

すよね。そういった努力もやっぱり必要かな

と思うんですね。この熊本県が選ばれるため

の窓口ですから、どこか地方でやっぱり老後

は暮らしたいだとか、地方で何か仕事があれ

ばやってみたいという感覚の人でも、熊本県

が出てきて、ああ熊本っていいところ、そう

だなと思うようなインパクトというか、そう

いう仕組みづくりも大事かなと思います。 

 さっき内野先生が言われたように、例えば

熊本はワンストップジョブサイトというのも

できました。これは商工観光の部署ですよ

ね。そことどうリンクするのかだとか、そう

いう非常にやっぱり横の連携も必要になって

くるのかなというふうに思っていますので、

ぜひそこら辺も検討課題といいますか、見直

しができる分は見直してやっていただければ

と思います。 

 

○横井地域振興課長 済みません、検索する

際に、移住に加えて熊本と入れていただく

と、我々のポータルサイトのほうには飛ぶと

いうものでございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 済みません、終わるつもり

だったんですけれども、じゃあもう一度。 

 熊本県が選ばれるための窓口ですから、移

住でやっぱり熊本県を選ぶきっかけが必要じ

ゃないかなと、あえて要望して終わりたいと

思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 具体的な定住、移住を促進

する方法として、例えば私どもの高等学校の

先輩たちが、定年退職して熊本に帰ってみえ

ている人が随分最近多くなりました。だか

ら、あるいは高校の同窓会名簿などで、もう

そろそろ定年を迎えそうな人だなというよう

な人に呼びかけをしていくのも一つの方法。 

 それから、私は兄弟が４人東京に住んでい

ますけれども、これらはそれぞれ２世、３世

がいるわけですけれども、２世、３世は夏休

みとかよく熊本に来て、熊本で観光している

わけですけれども、熊本に住んでもいいかな

というような気持ちも少し持っております。

だから、そういう２世、３世を対象にした呼

びかけというやつ、これもできればやったら

どうかなというふうに思っているんですけれ

どもね。これは提言です、２つ。 

 

○荒木章博委員 小さいこともかしれぬです

けれども、例えば県外から熊本市に移住する

場合は――県内かもしれませんけれども、県

外から移住する場合には、例えば熊本城が１

年間無料で見学ができるとか、いろんな、熊

本市のほうなんか施策をとっているようです

けれども、県は何かそういう一つの特典みた

いな、移住すれば、例えば１年間、３年間に

いろんな特典がありますよとか、そういうの

は何かありますか。 

 

○横井地域振興課長 県の単位としては特に

ございません。 
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○荒木章博委員 そういうところもちょっと

考えながら、できる範囲内でですよ。だか

ら、私はちょっと、よその県から来た方が、

熊本城が無料で何度も――私の友人が熊本に

来るのに、御案内ができますというような、

無料パス券みたいなものを発行しているよう

なんですよね。だから、ちょっとしたそうい

うアイデアとか、水を１年分プレゼントする

とかですね。何かちょっとそういうものも、

よその県がやっているようであれば、考えて

いただけるならというふうに思っているとこ

ろです。これはもう提案です。答弁要りませ

ん。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙野洋介委員 川辺川ダムについてお尋ね

しますけれども、これはあんまりよく私理解

ができぬとですけれども、新たな形での検討

をするというふうなことなんですけれども、

新たな形というのは、具体的にどういったイ

メージをすればいいのかなというのがあっ

て、例えば湯前町の町長さんも、新たな形で

の検討とは具体的にどのようなものを考えて

いるのかというような御発言がありました

が、基本的にそういった具体的な会議の場を

設定しないと、この会議は終わりますよと言

われても、多分首長さんたちは不安になられ

ると思うんですけれども、どういったイメー

ジをこちらはすればいいんでしょうか。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 具体的な内

容については、現在国と調整中ですので、明

確なお答えはできませんが、ダムによらない

治水を検討する場、従来の検討する場という

のは、現実的な対策を積み上げていく方式

で、ある意味実際にできるものを積み上げて

いく方式でやってきたわけですね。 

 現時点で最大限積み上げたという中で、新

たな対策を検討するということであれば、当

然その枠をある程度広げていかなければいけ

ないと思いますし、要するに、すぐできそう

なものじゃないものも含めて幅広く検討する

ということと、それと、やはり実務的なレベ

ルというものをちょっと今考えてはおりま

す。 

 ただ、内容については、次の本会議におい

て具体的な内容をお示しするということをお

約束していますので、その時点でまた示した

いというふうに思っています。 

 

○髙野洋介委員 次の本会議というのは、大

体いつぐらいを検討されているんでしょう

か。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 これも今調

整中ですので具体的にはお答えできません

が、そう遠くない時期にしたいというふうに

思っています。 

 

○髙野洋介委員 まあ、この場であんまりな

かなか福山さんが言えないのも十分わかりま

すので、突っ込んでは聞きませんが、ある程

度そういった公の会議の場所で、ほわんとし

たやつでやっていくよりも、大体夏ごろとか

秋口とかいうのを具体的に示して、次の本会

議というような形で提案をされないと、それ

ぞれ首長さんたちもいろいろ予定もありまし

ょうし、多分私の中では、今までダムによら

ない治水を検討する場で具体的に出てきた政

策については、できるところは継続的にやっ

ていくし、できないところもできるように頑

張っていくと、また、別口で広域的な視野で

やっていくというようなところなんでしょう

けれども、要はみんなが、地元の人たちが欲

しいのは、具体的にタイムスケジュールを組

みながら、財源的にも示してやることなんで

すよね。それで、足らない分は、そういう新

たな形でというようなニュアンスだと私は受
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け取っていますので、そこをみんな欲しいの

で、次の本会議が、まあそう遠くないのがい

つかわかりませんが、ぜひ具体的にみんなが

資料を見て感じれるような、そういうような

本会議に、ぜひ実り多い本会議にしていただ

きますように、強く要望をさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 質疑ありませんか。――

なければ、これで報告に係る質疑を終了しま

す。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○荒木章博委員 12月議会だったですかね。

委員会でも、県の防災の行政無線システム

が、再整備をし、60億の予算で計上されて、

非常に取り組みとして私は賛同をしたわけで

す。 

 その後、熊本市の防災のほうの担当のほう

にお話に行きましたら、熊本市の場合は、全

然県の取り組みあたりは全く関知してなかっ

たということで反省していたようですけれど

も、この熊本県の公報の７月29日号を見てみ

ますと、多重無線、衛星通信、直流電源装

置、発動発電機、パラボラアンテナですか

ね。これに62億4,240万というようなことで

計上されています。 

 何かこれ、ただ装置を再整備してかえるだ

けなのか、それとも具体的にこういう新たな

ものを取り組むのか。まあ、ペーパーは１枚

いただいて、古いやつと新しいやつとはちょ

っと書いてありましたけれども、どういった

ものがどう機能して、衛星とどう取り組んで

いくのか。 

 やっぱり60億も予算をかけてやるわけです

から、新たな、やっぱり10年、20年計画では

なくて、これから予算をかけようとするな

ら、最低でも30年以上の予算計上になると思

うんですよね。60億で本当に足りたのか、そ

れともまたこれ以上に今後予算をかけていか

なきゃいけないのか、そこあたりのちょっと

説明をあんまり僕は聞いてないと思うんです

よ。ほかの人は知りませんけれども。ほかの

人は聞いているかもしれぬけれども、私は、

全然こういう防災に対する――防災の委員会

にもおりましたけれども、こういう大々的な

取り組みをする場合には、私は、本来ならば

各議員に、どのくらいの規模で、どのくらい

の取り組みで、何年、どれだけもつのかと

か、そういうものもちょっとお話があってし

かるべきではなかったかなというふうに思い

ますけれども、まあそれはそれとして、ここ

のことについてどういうふうに、整備の内

容、まあ詳しくは専門家じゃないから無理か

もと思うんですけれども、どういう形でこれ

だけの、60億のですね。もちろん、もうこれ

は可決していますのでね。業者さんにも発注

されて工事をやっているんですけれども、今

後何年計画なのか、それともこれで不必要な

のか、もっと予算をかけなきゃいけないの

か、そこあたりをちょっとお尋ねしたいと思

います。熊本市との連携はどういうふうにこ

れはなるのか、そこをお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○岡田危機管理防災課長 防災行政無線につ

いて御説明をいたします。 

 今回再整備に取り組みます防災行政無線に

つきましては、現行の防災無線が平成４年か

ら５年にかけて整備されたものでございまし

て、既に21年が経過しております。 

 これは、各都道府県が、県やそれから国、

それと各消防本部、市町村、防災関係機関と

通信を結ぶものでございまして、防災関係の

基礎的な情報通信体制を確保するものでござ

います。各県独自にそれぞれシステムを持っ

ているものでございます。 

 これについては、通常15年程度で改修を行

うというのが一般的でございますが、熊本県
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の場合は、かなり辛抱して使いまして、21年

が経過しているというところでございます。 

 今回の再整備につきましては、ただ古くな

ったものを新しくするということだけではな

くて、例えば、これまでの大規模災害の経験

を踏まえまして、通信については、複数の手

段を構築するですとか、あるいは天候に左右

されない地上無線を中心にシステムを構築す

るですとか、あるいは停電に備えまして、そ

れぞれの施設整備に自家発電設備を整備する

とか、そういった工夫を凝らして再整備を行

うものでございます。 

 なお、この再整備に当たりましては、平成

22年から庁内の連絡会議を設けておりまし

て、勉強会等を重ねました上で整備計画の内

容について詰めを行っております。また、総

務常任委員会にも、数度にわたって、途中経

過も含めて御説明をさせていただいて、整備

を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 南海トラフの被害予測で

は、熊本は、幸い非常に軽微だと言われてお

りますけれども、それでいいんですかね。 

 

○岡田危機管理防災課長 南海トラフの被害

想定につきましては、国のほうで被害想定を

出しておりますが、それによりますと、大き

な被害は、九州の東海岸であります宮崎、大

分、鹿児島に集中しておりまして、熊本は、

それに比べますと比較的被害の規模は少ない

というふうに出ております。 

 

○岩下栄一委員 それでいいんですかね、安

心しちゃって。 

 

○岡田危機管理防災課長 地震につきまして

は、熊本県は、南海トラフだけではなくて、

幾つか断層もございますし、県独自で地震・

津波想定をしておりまして、震度７クラスの

地震も起こり得るということですので、地震

対策については、南海トラフだけではなく

て、そのほかの地震につきましても警戒する

ということで防災体制を組んでおります。 

 また、南海トラフについては、国の被害想

定がそういった形で出ておりますので、大き

な被害をこうむる東海岸を中心に予想される

災害について、むしろ支援をする側に回ると

いうふうな考え方を持っております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 私から１ついいですか

ね。 

 阿蘇山の爆発で、防災拠点構想の中心たる

熊本空港もいささかダメージを受けやしない

かという心配が１つと、もう一つは、野菜農

家の方々が、かなりこの降灰で、今阿蘇の高

森あたりを中心に大きな被害が出ておりま

す。 

 御承知のように、噴火というと鹿児島県桜

島がかなり有名ですけれども、鹿児島県あた

りは、この降灰に対するさまざまな救済対策

と申しますか、国の制度を活用した救済制度

があるみたいで、そういった点について鹿児

島に学ぶと申しますか、より情報を収集し

て、有利な降灰対策の国の制度があるやに聞

いておりますので、その点についてはどうい

った認識を持っておられますか。 

 

○岡田危機管理防災課長 まず、１点目のお

尋ねの熊本空港への影響でございますが、今

回の噴火活動の活発化、昨年の11月25日から

活発化いたしておりますが、直後の27日から

28日にかけて、熊本空港、欠航が生じており

ます。これは、空中に火山灰がありますと、
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航空機のエンジンに支障を来すということ

で、航空会社の判断で、主には機長の判断に

なるそうなんですが、欠航いたしたりあるい

は福岡空港に回ったりした事例が生じており

ます。ただ、それ以降は、現在のところまで

大きな欠航というふうな状態は起こっており

ません。 

 それから、農産物に対する被害ですが、11

月25日の噴火以降、これは夏秋野菜、キャベ

ツ等が影響をこうむるんですが、幸い８割方

が出荷が済んでおりまして、残りの２割につ

きまして、若干灰をかぶったりしましたが、

上のほうを洗浄したりあるいは上のほうをめ

くったりして販売はされております。 

 今心配されておりますのは、これから春野

菜の植えつけをする時期を迎えるに当たっ

て、この状態ではなかなかそれが進まないと

いうことで、それに向けた対策を農政部のほ

うで検討されているところでございます。 

 それから、鹿児島県での取り組みを参考に

ということですが、これも、１月８日に知事

が、今降灰が非常に降っています高森町、南

阿蘇村を視察いたしまして、その直後に私ど

ものほうに指示がございまして、今後引き続

き降灰が続くことも予想されますし、また、

範囲も風向きによっては広範囲になることも

考えられるので、あらかじめ鹿児島県あたり

の取り組みをきちんと把握しておく必要があ

るということで指示を受けまして、１月14日

に関係課でプロジェクトチームを組みまし

て、鹿児島県にヒアリングに行っておりま

す。その成果を踏まえまして、今後中長期的

な降灰対策をまとめていくところで、現在作

業を進めているところでございます。 

 

○田代国広委員長 鹿児島はお茶も産地が多

いんですね、知覧を初め。お茶にもやっぱり

降灰の影響が出ておりまして、私の町でもお

茶農家の方々が降灰で苦労されております。

なかなかやっぱり洗ってもとれないという形

で、そういった点というのは、鹿児島のほう

では既に何か対策が条例化されて打たれてい

るというように聞いておりますので、しっか

りとその辺のところももう一回精査していた

だいて、農家の方々に明るい希望が持てるよ

うにやっていただきたいとお願いしておきま

す。 

 ほかにありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、陳情・要望書等が２件提出されて

おりますので、参考としてお手元に写しを配

付しております。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。お疲れさまでした。 

  午前11時21分閉会 
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